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   佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正す
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 佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和７年２月２５日提出 

 

            佐倉市長  西 田 三十五   

  



佐倉市条例第   号 

   佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

 佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例（昭和６２年佐倉市

条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第９条中「使用者（」の次に「佐倉市志津コミュニティセンター、」を加え、

「（第１６条から第２１条までにおいて「西志津ふれあいセンター」という。）」

を「及び佐倉市千代田・染井野ふれあいセンター」に改める。 

 第１６条中「、西志津ふれあいセンター」を「、佐倉市志津コミュニティセ

ンター、佐倉市西志津ふれあいセンター及び佐倉市千代田・染井野ふれあいセ

ンター（以下「センター」という。）」に、「に西志津ふれあいセンター」を「に

センター」に改める。 

 第１７条第１号及び第２号、第１８条の見出し及び同条第１項、第１９条（見

出しを含む。）、第２０条並びに第２１条第１項中「西志津ふれあいセンター」

を「センター」に改める。 

 別表第１佐倉市志津コミュニティセンターの項及び佐倉市千代田・染井野ふ

れあいセンターの項を削り、同表備考１及び備考２を次のように改める。 

  １ 佐倉市和田コミュニティセンターの高齢者談話室は、市内在住の６０

歳以上の者に無料で開放する。 

  ２ 佐倉市佐倉コミュニティセンターの和室２は、午前９時から午後５時

まで、市内在住の６０歳以上の者に無料で開放する。 

 別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第２０条、第２１条関係） 

使用単位 午前９時か

ら正午まで 

午後１時か

ら午後５時

まで 

午後６時か

ら午後９時

まで 

午前９時か

ら午後９時

まで 使用区分 



佐 倉

市 志

津 コ

ミ ュ

ニ テ

ィ セ

ン タ

ー 

施設 

ホ ー

ル 

７，３２０

円 

９，７６０

円 

７，３２０

円 

２４，４０

０円 

大 会

議室 

２，２４０

円 

２，９８０

円 

２，２４０

円 

７，４６０

円 

第 １

会 議

室

（ 調

理

室） 

１，２３０

円 

１，６５０

円 

１，２３０

円 

４，１１０

円 

第 ２

会 議

室 

７５０円 １，０００

円 

７５０円 ２，５００

円 

第 ３

会 議

室 

７３０円 ９７０円 ７３０円 ２，４３０

円 

集 会

室

（ 視

聴 覚

室） 

９８０円 １，３１０

円 

９８０円 ３，２７０

円 

和 室

１ 

  ５９０円  

和 室

２ 

５９０円 ７９０円 ５９０円 １，９７０

円 

茶室 ５００円 ６７０円 ５００円 １，６７０

円 

多 目

的 グ

ラ ン

ド 

２時間につき１，２３０

円 

  

設備 

ホ ー

ル 映

写 設

備 

１，６５０

円 

１，６５０

円 

１，６５０

円 

４，９５０

円 

ホ ー ９８０円 ９８０円 ９８０円 ２，９４０



ル 放

送 設

備 

円 

視 聴

覚 室

視 聴

覚 設

備 

１，１００

円 

１，１００

円 

１，１００

円 

３，３００

円 

調 理

室 調

理 設

備 

５５０円 ５５０円 ５５０円 １，６５０

円 

佐倉

市西

志津

ふれ

あい

セン

ター 

施設 

ホー

ル 

３，６１０

円 

４，８１０

円 

３，６１０

円 

１２，０３

０円 

会議

室 

１，３６０

円 

１，８２０

円 

１，３６０

円 

４，５４０

円 

展示

室 

２，３５０

円 

３，１３０

円 

２，３５０

円 

７，８３０

円 

設備 

ホー

ル舞

台用

照明

設備 

２，２４０

円 

２，２４０

円 

２，２４０

円 

６，７２０

円 

ホー

ル映

写設

備 

１，６５０

円 

１，６５０

円 

１，６５０

円 

４，９５０

円 

ホー

ル音

響設

備 

１，６５０

円 

１，６５０

円 

１，６５０

円 

４，９５０

円 

ホー

ルコ

ンサ

ート

用ピ

１，９３０

円 

１，９３０

円 

１，９３０

円 

５，７９０

円 



アノ 

佐倉

市千

代

田・

染井

野ふ

れあ

いセ

ンタ

ー 

 

施設 

第 １

会 議

室 

１，３８０

円 

１，８４０

円 

１，３８０

円 

４，６００

円 

第 ２

会 議

室 

４７０円 ６３０円 ４７０円 １，５７０

円 

第 ３

会 議

室 

８７０円 １，１７０

円 

８７０円 ２，９１０

円 

設備 
調 理

設備 

１８０円 １８０円 １８０円 ５４０円 

  備考 

   １ 佐倉市志津コミュニティセンターの和室１は、午前９時から午後

５時まで、市内在住の６０歳以上の者に無料で開放する。 

   ２ 佐倉市西志津ふれあいセンターの展示室を使用する場合において、

当該使用期間の中に佐倉市西志津ふれあいセンターの休所日がある

ときは、当該休所日に係る利用料金は、徴収しない。 

   ３ 市内在住者以外の者が使用する場合は、使用単位における利用料

金（以下「単位利用料金」という。）の１０割の額を割増利用料金と

して別に徴収する。 

   ４ 入場料及びこれに類するものを徴収して使用し、又は営利を目的

として使用する場合は、単位利用料金の２０割の額を割増利用料金

として別に徴収する。 

   ５ 使用単位を超過した場合又は使用単位に記載された時間以外の使

用を認めた場合は、１時間（１時間未満の場合は、１時間とみなす。）

につき、その使用が午後１時までのときは午前９時から正午までの

欄に、午後１時から午後６時までのときは午後１時から午後５時ま

での欄に、午後６時以降のときは午後６時から午後９時までの欄に

それぞれ規定する額から算定した１時間当たりの額（１０円未満の

端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）を利用料金と

して徴収する。この場合において、割増利用料金の対象となるとき

は、当該利用料金に併せて徴収する。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の佐倉市コミュニティセン

ター設置及び管理に関する条例の規定により市長がした許可その他の行為又

は市長に対してなされた申請その他の行為（同日以後の佐倉市志津コミュニ

ティセンター又は佐倉市千代田・染井野ふれあいセンターの使用に係るもの

に限る。）は、この条例による改正後の佐倉市コミュニティセンター設置及び

管理に関する条例の相当規定によって指定管理者がした許可その他の行為又

は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。 

 

 

 


